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ご挨拶

両親が結婚しているかどうかで子どもが相続できる遺産に差を設けている民

法の規定について、最高裁判所大法廷は「社会が変化し、家族の多様化が進む

なかで、結婚していない両親の子どもを差別する根拠は失われた」と指摘し、

「憲法に違反する」という初めての判断を示しました。「民法の規定は法の下

の平等を定めた憲法に違反している」という初めての判断を示したものであり、

この決定は、審理に加わった裁判官、全員一致の結論だということです。

平成７年に、最高裁大法廷は、民法の相続に関する規定は、憲法に違反しな

いという決定を出しましたが、その後、結婚や家族に対する国民の意識が変化

している実情を踏まえ、今回、１８年前の判断を見直したことになります。ま

た、決定では「話し合いなどで合意し、遺産相続が確定している場合、今回の

判断が改めて影響しない」と指摘し、過去のケースについてさかのぼって争う

ことはできないとしています。

今後は、今回の最高裁の決定により、憲法違反とされたことで明治３１年か

ら１００年以上続いてきた民法の規定は、改正を迫られることになりますが、

改正されるまでは、この民法の規定の運用は、差し控えられることになろうか

と思います。

時代の趨勢に柔軟に対応する規定にしていくことも、進化した司法制度の現

れですね。

私たちの組織も、目まぐるしく変遷する依頼者の法的ニーズに対応できる柔

軟な姿勢で取り組んでいきたいと思います。

それでは、今月号もよろしくお願いします。

代表社員 大島 隆広



組織変更手続きの流れ

１．組織変更計画書の作成

※効力発生日等の決定

２．組織変更について承認決議

※債権者保護手続きと並行して組織変更の承認

３．債権者保護手続 （官報公告及び現存する債権者への個別の通知 ）

※公告及び通知から１カ月の異議申し出期間

４．組織変更計画で定めた効力発生日到来

※効力発生の後に登記申請

５．組織変更の登記申請 　　　

※登記申請から完了まで約 １週間

６．登記手続き完了 　

※手続き開始から完了まで最短で 約 ２カ月ほど
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今月からは３回シリーズで、会社の組織再編に関する大まかな手続きにの流

れについて

、ご説明しようと思います。

組織再編とは、合名会社が株式会社になる、などの組織変更手続き、二つ以

上の会社が合体する吸収合併手続き、ある会社の一部門だけ、他の会社に譲り

渡すという吸収分割手続きなどがあります。

そこで今月は、組織変更の手続きををご説明します。

組織変更とは、株式会社が合名会社、合資会社、合同会社になること、又は、

合名会社や合資会社、合同会社が株式会社になることをいいます（会社法2条2

6号）。ある会社が他の会社形態への変更を望む場合に、いったん会社を解散

させて、あたらに会社を設立するという手続きをせず、この組織変更の手続き

を行えば、法人としての同一性を保つことができます。

この組織変更を行う際の手続きの流れは以下のとおりです。

この手続の中で、まず、時間との戦いとなるのが官報への公告の掲載手続

です。官報への掲載日から１カ月を下らない期間に債権者に異議がないかをお

尋ねするものです。

会社の組織再編について
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Ａさんは入会当時51歳、男性、会社員である。Ｂ会社は、結婚相談業および

結婚仲介業等を業としている事業者である。

Ａさんは、Ｂ会社事務所において、ウエディング情報閲覧・お見合い・交際・

結婚アドバイス、紹介対象は日本人女性という条件で、登録期間1年、入会金3

57,000円、月会費8,000円の結婚相手紹介サービス契約を締結した。

Ｂ会社のシステムは、インターネットを用いて登録会員から結婚相手を検索

できるシステムであったが、入会1カ月を経過した頃、Ｂ会社担当者から、中

国人女性との国際結婚を勧められ、上海でのお見合いツアーに参加するよう勧

められ、ツアー料金157,500円を支払い、3日間参加した。

帰国後、Ａさんはお見合いツアーで知り合った中国人女性との結婚誓約書に

署名した。ＡさんはＢ会社に対し、その中国人女性と上海で結婚式を挙げるた

めの結婚式料、成婚ツアー料として3,097,500円を支払った。

しかしその後、Ａさんは婚約を撤回し、Ｂ会社及び代表取締役それぞれに対

し結婚式料、成婚ツアー料の返還を請求したが、拒否された。

Ａさんは弁護士を通じ、Ｂ会社に対し、本件は特定商取引に関する法律の特

定継続的役務提供に該当するが、交付書面にクーリング・オフに関する事項、

役務提供期間、中途解約に関する事項、清算方法などの記載がないことから、

クーリング・オフする旨を通知し、既払金全額の返還を求めた。

（裁判所の判断）

仮にＡさんが退会していたとしても、本件契約においては「書面不備」等が

認められクーリング・オフ期間は経過していないとされる。したがって、本件

契約についてクーリング・オフをすることができるというべきである。

本件契約により定められた役務提供の内容は、結婚相手紹介サービスのみで

なく、お見合いツアーや成婚ツアーも含まれることから、一体としてクーリン

グ・オフの対象となるべきものである。

（コメント）

複数の契約がなされているケースであっても、一体としてクーリング・オフ

の対象となることがあり、他にもエステサービスと一緒に購入した化粧品など

もクーリング・オフの対象となるとなり得ます。

判例紹介

この官報手続きを省略することはできません。また、場合によっては、官報へ

掲載するための申し込みから実際に掲載されるまで２０日ほどかかる場合があ

ります。そのため、官報の申込みから掲載までの期間と１カ月の異議申出期間

を合わせると早くても約２か月ほどかかることになります。そこで、手続きを

検討される際は、この期間を計算に入れてお考えください。

結婚相手紹介サービス契約に関し、書面不備があっ
たことから、退会後のクーリング・オフを認めた事
例（東京高裁平成22年9月22日）



司法書士法人ヒューマン・サポート法律支援センター

龍田事務所 〒８６１－８００６

熊本市北区龍田３丁目３２番１８号

TEL：０９６－３２７－９９８９ FAX：０９６－３２７－９７９９

清水事務所 〒８６１－８０６６

熊本市北区清水亀井町１６番１１号

TEL：０９６－３４６－３９２７ FAX：０９６－３４６－４０４４

薄場事務所 〒８６１－４１３１

熊本市南区薄場町４６番地 薄場合同ビル内

TEL：０９６－３２０－５１３２ FAX：０９６－３５７－５７１０

健軍事務所 〒８６１－２１０６

熊本市東区東野１丁目１番１２号

TEL：０９６－３６０－３３６６ FAX：０９６－３６０－３３５５

～ 命の絆・大切に、輝く命・永遠に ～

当法人は、「一般社団法人命の尊厳を考える会」との連携を図っています。

ご質問、ご相談等ございましたら、当法人もしくは下記までご連絡ください。

ＴＥＬ：０９６－３３７－１２５１ ＦＡＸ：０９６－３３７－３３５５（近経ファーム内）
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お知らせ

当法人では、継続的な相談にも対応できるよう、顧問契約の締結を行っています。

会社・個人問いません。詳しくはお近くの事務所までお気軽にお問い合わせください。

～寄り添う支援で笑顔ふたたび～

当法人は、「ＮＰＯ法人身近な犯罪被害者を支援する会」との連携を図っています。

ご質問、ご相談等ございましたら、当法人もしくは下記までご連絡ください。

ＴＥＬ：０９６－３４１－８２２２ ＦＡＸ：０９６－３４１－８３３３


